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様式１０について建築会社に確認をしたと

ころ、開発前の建築確認規制等の申請・許可

については既に行っており、既に建築済みの

建築物についてはこれらを新たに確認する

必要はないのではないか、様式１０はこれか

ら竣工する建造物に対しての確認書類では

ないかとの返答があり、弊社でも様式１０を

そういった視点で解釈しておりますが、様式

１０は建築時に該当規制が無ければ空欄で

提出でよろしかったでしょうか。様式１０の

書類について更に詳しい説明をいただきた

いと思います。 

建築済みの建築物の改修であっても、当該建築

物の建築エリアや用途変更の有無、施工内容

等、各提案内容によって、規制の有無等が変わ

ってくることから、提案事業者は、提案内容を

基に各関係部署に規制の確認を行うこととし

ております。 

ただし、事業者の提案内容が、様式１０に記載

の部署が所管する規制に該当がないことが明

らかな場合は、様式１０の当該項目に、該当が

ないことが明らかである理由を明確に記載す

ることで、当該部署への確認に代えることも可

能です。 

なお、様式１０は選定委員会における審査資料

であり、当該項目を含め審査の対象となりま

す。 

 


